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「
原
爆
投
下
」
へ
の
政
府
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
に
つ
い
て
、
政
府
が
把
握
し
て
い
る
被
害
人
員
、
損
壊
建
物
、
自
然
破
壊
な
ど
は
ど
の
程
度

か
。

二

こ
う
し
た
被
害
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

三

な
ぜ
原
爆
の
被
害
を
受
け
た
と
考
え
て
い
る
か
。

四

久
間
防
衛
相
の
発
言
は
、
政
府
の
認
識
・
見
解
を
踏
ま
え
た
も
の
か
。

五

原
爆
投
下
に
つ
い
て
、
米
国
政
府
が
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
見
解
を
知
っ
て
い
る
か
。

六

原
爆
症
認
定
の
申
請
者
と
認
定
者
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

一
連
の
原
爆
症
不
認
定
処
分
取
り
消
し
請
求
訴
訟
で
、
国
側
の
主
張
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

八

久
間
防
衛
相
の
発
言
は
、
こ
う
し
た
国
側
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
か
。

九

こ
れ
ま
で
の
訴
訟
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

政
府
は
原
爆
症
の
認
定
基
準
な
ど
を
改
め
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。


